
事業№ 事業名 　　事業目的と内容 成果目標・実績 実施期間  総事業費（円） うち交付金 　効果・検証 担当課

     1

（令和6年度繰越事業）
令和5年度住民税非課税世
帯等に対する臨時特別給
付金【物価高騰対策給付
金】

物価高騰が続く中で低所得世帯への支援を
行うことで、低所得の方々の生活を維持す
る。
住民税非課税世帯へ1世帯当たり70,000円を
給付。

【実施計画上の成果目標】
低所得世帯への支援を行うため、対象世帯へ70,000
円の給付をし、給付率を100%とする

【実績】
住民税非課税世帯1,242世帯へ給付する。

R5.12.12～
R6.4.10

90,207,000          90,045,000          
物価高騰が続く中、住民の経済的な負担の軽減および
生活維持につながった。

町民課

     2

（令和6年度繰越事業）
令和5年度仁淀川町住民税
均等割のみ課税世帯支援
給付金【物価高騰対策給付
金】

物価高騰が続く中で住民税均等割のみ課税
世帯への支援を行うことで、低所得の方々の
生活を維持する。
住民税均等割のみ課税世帯へ100,000円を給
付。

【実施計画上の成果目標】
低所得世帯への支援を行うため、対象世帯へ
100,000円の給付をし、給付率を100%とする

【実績】
住民税均等割のみ課税世帯190世帯へ給付する。

R6.2.22～
R6.6.27

19,345,829          19,337,829          
物価高騰が続く中、住民の経済的な負担の軽減および
生活維持につながった。

町民課

     3

（令和6年度繰越事業）
令和5年度子育て世帯支援
給付金(子ども加算)【物価
高騰対策給付金】

物価高が続く中で、18歳以下の児童を持つ低
所得世帯（住民税非課税世帯及び住民税均
等割のみ課税世帯）に加算給付することで生
活を維持する。
児童1人当たり50,000円を給付。

【実施計画上の成果目標】
低所得世帯の18歳以下の児童への支援を行うた
め、対象世帯の児童一人当たり50,000円の給付を
し、給付率を100%とする

【実績】
対象児童51人へ給付する。

R6.4.19～
R6.12.18

3,151,088           3,151,088           
物価高騰が続く中、住民の経済的な負担の軽減および
生活維持につながった。

町民課

     7

（令和6年度繰越事業）
令和５年度住民税非課税世
帯等に対する臨時特別給
付金

№１の事務費 №１の事務費
R5.12.12～

R6.4.10
1,856,000           1,856,000           - 町民課

3

令和６年度仁淀川町新たに
住民税非課税等となった世
帯に対する臨時特別給付
金（非課税世帯・均等割の
み課税世帯・子ども加算）

物価高が続く中で住民税非課税世帯の生活
を維持するため、令和6年度に新たに住民税
非課税世帯等となった世帯に100,000円を給
付する。また対象世帯の児童一人当たり
50,000円を給付する。

【実施計画上の成果目標】
低所得世帯への支援を行うため、対象世帯へ
100,000円、対象児童へ50,000円の給付をし、給付率
を100%とする

【実績】
住民税非課税世帯68世帯、均等割のみ課税世帯47
世帯、対象児童17人へ給付する。

R6.7.1～
R6.11.6 14,808,000 14,808,000

物価高騰が続く中、住民の経済的な負担の軽減および
生活維持につながった。

町民課

4
令和６年度仁淀川町定額減
税補足給付金（調整給付）

令和６年度分の個人住民税および令和６年
分の所得税において定額減税しきれないと見
込まれる方に、その差額を調整するための給
付（調整給付）をする。

【実施計画上の成果目標】
物価高騰の影響を受けている納税者への支援を行
うため、40,000円の定額減税をしきれない方に給付
をし、給付率を100%とする

【実績】
対象者765人へ給付する。

R6.9.13～
R7.4.9

32,945,124 32,945,124
物価高騰が続く中、住民の経済的な負担の軽減および
生活維持につながった。

町民課

5

令和６年度非課税世帯物価
高騰支援給付金
令和６年度非課税世帯物価
高騰支援給付金（こども加
算分）

物価高が続く中で住民税非課税世帯の生活
を維持するため、住民税非課税世帯に30,000
円を給付する。また、18歳以下の児童を持つ
住民税非課税世帯の生活を維持するため、
住民税非課税世帯に児童一人当たり20,000
円を給付する。

町民課

令和６年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業

令和７年度へ繰り越し


